
L 浄化槽維持管理業務 個別業務仕様書 
 
１ 取扱基準 
  豊田市立朝日こども園ほか６１施設包括管理業務委託（第二期）における公共施設浄化槽の清

掃、保守点検及び水質検査（以下「維持管理」という。）は、浄化槽法（昭和５８年法律第４３
号）及び豊田市浄化槽指導要領により実施しなければならない。 

 
２ 維持管理施設及び維持管理内容 
  別紙 L-1「浄化槽維持管理区分表」のとおり（清掃作業（次項「３ 汚泥の処理」作業含む）

については、豊田市が別途直接契約する。）。ただし、区分表に記載されている回数は予定数量で
あるため、施設ごとに実施回数の確認を行うこと。 

 
３ 汚泥の処理 
  浄化槽汚泥の運搬に当たっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３

７号。以下「廃棄物処理法」という。）を遵守して適正に運搬しなければならない。 
  なお、浄化槽汚泥の運搬先は、中継槽、砂川衛生プラント又は逢妻衛生プラントの処理施設と

する。 
 
４ 日程調整及び実施報告 
  受託者（以下「乙」という。）は、別紙に掲げる施設の浄化槽の維持管理を実施するときは、

施設の⾧、管理責任者又は監督員（以下「監督員等」という。）に連絡し、日程調整を行うこと。  
  乙は、施設で作業を実施するときは、作業開始時及び完了時の報告を監督員等に行うこと。た

だし、監督員等が不在の場合は、当該施設の職員（以下「施設職員」という。）に行うこと。 
 
５ 実施確認 
（１） 前４項のほか、実施に当たっては、豊田市（以下「甲」という。）が浄化槽維持管理簿（以 

下「管理簿」という。）を作成及び保有し、実施の都度、実施年月日及び必要に応じ管理内容    
を記すものとする。 

（２）甲は、業務の実施を確認したときは、管理簿に確認を行った監督員等又は施設職員による確
認印の押印又は記名をするものとする。なお、記名においては、氏名を併記せず、氏又は名を記
すだけでもよいものとする。 

（３）前２号の規定にかかわらず、乙による管理簿に準ずる書面の作成及びその利用等、甲が認め 
 る方法による場合は、これにより実施確認とすることができる。 
（４）乙が放流水の水質検査（６品目又は１０品目。検査項目については、下表のとおり。）を実  
  施したときは、施設の⾧は、試験検査成績書をその都度徴収するものとする。 

区 分 検 査 項 目 

６品目検査 透視度・ＢＯＤ・ＣＯＤ・浮遊物質量・ＰＨ・残留塩素 

１０品目検査 
透視度・ＢＯＤ・ＣＯＤ・浮遊物質量・ＰＨ・残留塩素・大腸菌群数・
Ｎ-ＨＥＸ・色相・臭気 



６ 費用負担 
  維持管理において、次の各号に該当するときは、乙の費用負担で改善しなければならない。 
（１）環境衛生指導員及び補助職員が立入検査等により、この維持管理について不適当と判断した

ときで、その改善理由が乙の責めに帰すとき。 
（２）前号のほか、住民等からの苦情又は市が特に必要があると認めた場合で、その改善理由が乙

の責めに帰すとき。 
（３）清掃、水質検査及び保守点検時に薬品の投入が必要な状態のとき。 
 
７ 契約の解除 
  契約約款に掲げるもののほか、甲は、乙が次に各号の基準に適合しなくなったときは、この契

約の全部又は一部を解除するものとする。 
（１）乙が受託業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有し、かつ、受託しようとす

る業務の実施に関し相当の経験を有する者であること。 
（２）乙が廃棄物処理法第７条第５項第４号イからルまでのいずれにも該当しない者であること。 
（３）第１０項１号に掲げるこの業務における主たる部分については乙が自ら受託業務を実施する 

者であること。 
 
８ 災害の補償 
  乙が別紙に掲げる施設の浄化槽の維持管理業務を行うに当たって、乙の従業員、機械等に災害

その他による事故が発生しても、甲はその責めを負わない。 
 
９ 作業時期 
  作業時期については、事前に甲と協議を行うこと。ただし、水質検査時期については、４月か

ら６月までの間に設定することを基本とし、適宜調整を行うものとする。また、水質検査を複数
回行う必要がある施設は、定期的な実施ができるよう検査時期の調整を施設ごとに行うこと。 

 
１０ 一括再委託の禁止 
（１） 乙は、業務の全部を一括して又はこの業務における主たる部分である保守点検を第三者に再

委託してはならない。 
（２）乙は、コピーや資料の収集、収集資料の整理、単純な集計、原稿のワープロ打ち、印刷、 
   製本、模型製作、翻訳、参考書籍・文献購入、消耗品購入など当該業務の付随的・補助的 
   業務にあたらない簡易な業務の再委託に当たっては、甲の承認を必要としない。 
（３）乙は、前各号に規定する業務以外の再委託に当たっては、書面により甲の承認を得なければ

ならない。ただし、水質検査を再委託する場合に限り、書面による承認を得る必要はないもの
とする。 

（４）前号により再委託が可能となる場合であっても、乙は、再委託先に対して本契約における乙
の義務と同様の義務を順守させ、その行為について一切の責任を負う。 

 
１１ その他 
  乙は、本業務対象施設における浄化槽の清掃業務受託者と日程等実施の調整を綿密に行うこと。 



【別紙L-1】

委託地区名

容　量 回 数 人　槽 回 数  6品目 10品目

上鷹見こども園
合併
小型嫌気濾床接触
ばっ気方式

6.30㎥ 0 回 10人槽 3 回 1 回 0 回

透成こども園１
単独
腐敗タンク方式
平面酸化型

4.00㎥ 0 回 30人槽 2 回 1 回 0 回

透成こども園２
合併
小型　CA-5

1.51㎥ 0 回 5人槽 4 回 1 回 0 回

東広瀬こども園１
単独
分離ばっ気方式

5.60㎥ 0 回 30人槽 4 回 1 回 0 回

東広瀬こども園２
合併
中型CV-30

6.00㎥ 0 回 30人槽 4 回 1 回 0 回

本地こども園
単独
分離ばっ気方式

9.00㎥ 0 回 50人槽 4 回 1 回 0 回

　　　委託金額（Ａ）

　　　消費税及び地方消費税額（Ｂ＝Ａ×０．１０　円未満切捨て）

　　　積算金額（Ａ＋Ｂ）

維持管理費
(円)

清　　掃 保 守 点 検 水質検査回数

浄 化 槽 維 持 管 理 区 分 表
※ 回数は、予定数量

施   設   名 形  式

維　　持　　管　　理　　区　　分

挙母地区



【別紙L-1】

委託地区名

容　量 回 数 人　槽 回 数  6品目 10品目

高橋こども園
合併　小型
分離接触ばっ気方
式

10.00㎥ 0 回 50人槽 4 回 1 回 0 回

益富こども園
合併
接触ばっ気方式

14.00㎥ 0 回 55人槽 4 回 1 回 0 回

ひかりこども園
単独
分離ばっ気方式

3.00㎥ 0 回 30人槽 4 回 1 回 0 回

松平こども園
合併　小型
分離接触ばっ気方
式

9.60㎥ 0 回 48人槽 4 回 1 回 0 回

豊松こども園
単独
腐敗タンク方式
平面酸化型

2.50㎥ 0 回 15人槽 2 回 1 回 0 回

　　　委託金額（Ａ）

　　　消費税及び地方消費税額（Ｂ＝Ａ×０．１０　円未満切捨て）

　　　積算金額（Ａ＋Ｂ）

形  式

維　　持　　管　　理　　区　　分
維持管理費

(円)
清　　掃 保 守 点 検 水質検査回数

浄 化 槽 維 持 管 理 区 分 表
※ 回数は、予定数量

高橋・松平地区

施   設   名



【別紙L-1】

委託地区名

容　量 回 数 人　槽 回 数  6品目 10品目

伊保こども園
合併
小型分離接触ばっ
気方式

12.50㎥ 0 回 40人槽 4 回 1 回 0 回

大畑こども園
単独
腐敗タンク方式
平面酸化型

8.00㎥ 0 回 70人槽 2 回 1 回 0 回

中金こども園
合併　小型嫌気ろ
床担体流動・生物
ろ過方式

6.50㎥ 0 回 14人槽 4 回 1 回 0 回

広沢こども園
合併
小型嫌気ろ床接触
ばっ気方式

6.00㎥ 0 回 30人槽 4 回 1 回 0 回

　　　委託金額（Ａ）

　　　消費税及び地方消費税額（Ｂ＝Ａ×０．１０　円未満切捨て）

　　　積算金額（Ａ＋Ｂ）

形  式

維　　持　　管　　理　　区　　分
維持管理費

(円)
清　　掃 保 守 点 検 水質検査回数

浄 化 槽 維 持 管 理 区 分 表
※ 回数は、予定数量

猿投地区

施   設   名



【別紙L-1】

委託地区名

容　量 回 数 人　槽 回 数  6品目 10品目

堤ケ丘こども園
合併
小型　分離接触
ばっ気方式

6.40㎥ 0 回 32人槽 4 回 1 回 0 回

若園こども園１
単独
小型　分離ばっ気
方式

9.00㎥ 0 回 50人槽 4 回 1 回 0 回

若園こども園２
合併
中型　CV-25

5.00㎥ 0 回 25人槽 4 回 1 回 0 回

若林こども園
合併
小型　分離接触
ばっ気方式

8.00㎥ 0 回 40人槽 4 回 1 回 0 回

　　　委託金額（Ａ）

　　　消費税及び地方消費税額（Ｂ＝Ａ×０．１０　円未満切捨て）

　　　積算金額（Ａ＋Ｂ）

形  式

維　　持　　管　　理　　区　　分
維持管理費

(円)
清　　掃 保 守 点 検 水質検査回数

浄 化 槽 維 持 管 理 区 分 表
※ 回数は、予定数量

高岡地区

施   設   名



【別紙L-1】

委託地区名

容　量 回 数 人　槽 回 数  6品目 10品目

飯野こども園
合併接触
ばっ気方式

25.00㎥ 0 回 58人槽 4 回 1 回 0 回

石畳こども園
（北東側）

合併　小型
分離接触ばっ気方
式

8.00㎥ 0 回 24人槽 4 回 1 回 0 回

石畳こども園
（南西側）

合併　小型
分離接触ばっ気方
式

17.00㎥ 0 回 25人槽 4 回 1 回 0 回

木瀬こども園
単独
分離接触
ばっ気方式

4.50㎥ 0 回 30人槽 4 回 1 回 0 回

大草こども園
合併
小型接触ろ床方式

4.00㎥ 0 回 10人槽 1 回 1 回 0 回

大草こども園
合併
担体流動循環方式

7.13㎥ 0 回 20人槽 1 回 0 回 0 回

道慈こども園
合併
小型接触ろ床方式

2.00㎥ 0 回 5人槽 3 回 1 回 0 回

則定こども園
単独長時間ばっ気
方式　全ばっ気型

2.50㎥ 0 回 10人槽 4 回 1 回 0 回

冷田こども園
単独長時間ばっ気
方式　全ばっ気型

2.50㎥ 0 回 10人槽 4 回 1 回 0 回

大蔵こども園
合併　小型　担体
流動ろ過循環方式
型

2.50㎥ 0 回 10人槽 3 回 1 回 0 回

杉本こども園
合併　小型
分離接触ばっ気方
式

6.70㎥ 0 回 15人槽 3 回 1 回 0 回

小渡こども園
合併　小型
分離接触ばっ気方
式

4.00㎥ 0 回 13人槽 3 回 1 回 0 回

大沼こども園
合併　小型　嫌気
ろ床及び生物ろ過
方式

9.00㎥ 0 回 35人槽 4 回 1 回 0 回

東部こども園
合併　小型
分離接触ばっ気方
式

9.00㎥ 0 回 19人槽 3 回 1 回 0 回

　　　委託金額（Ａ）

　　　消費税及び地方消費税額（Ｂ＝Ａ×０．１０　円未満切捨て）

　　　積算金額（Ａ＋Ｂ）

形  式

維　　持　　管　　理　　区　　分
維持管理費

(円)
清　　掃 保 守 点 検 水質検査回数

浄 化 槽 維 持 管 理 区 分 表
※ 回数は、予定数量

藤岡・小原・足助・旭・下山地区

施   設   名


